
議案第４９号  

 

北名古屋市議会会議規則の一部を改正する規則について  

 

 北名古屋市議会会議規則（平成１８年北名古屋市議会規則第１号）の一

部を別紙のとおり改正するものとする。  

 

  平成２５年２月２５日提出  

 

     提 出 者  北名古屋市議会議員  長 瀬 悟 康  

               同 上     金 﨑 慶 子  

               同 上     大 原 久 直  

               同 上     松 田  功  

 

     賛 成 者  北名古屋市議会議員  黒 川 サキ子  

               同 上     堀 場 弘 之  

               同 上     塩 木 寿 子  

               同 上     渡 邉 紘 三  

               同 上     上 野 雅 美  

 

 

   提案理由  

 

この案を提出するのは、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年

法律第７２号）が公布され、引用条文の適正化を図るため、本規則の一部

を改める必要があるからである。 

 

 

 

 

 



北名古屋市議会会議規則の一部を改正する規則  

 

北名古屋市議会会議規則（平成１８年北名古屋市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。  

第１７条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。  

第９８条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」に

改める。  

附 則  

この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 


